
　仙
北
市
の
十
八
年
度
公
営
企
業

決
算
内
容
を
審
査
す
る
た
め
の
、

仙
北
市
議
会
公
営
企
業
会
計
決
算

審
査
特
別
委
員
会
が
本
会
議
で
設

置
さ
れ
た
。
特
別
委
員
は
次
の
十

一
名
。

　委
員
長
・
小
林
幸
悦
、
副
委
員

長
・
浅
利
則
夫
、
委
員
・
佐
藤
直
樹
、

黒
沢
龍
己
、
大
石
温
基
、
真
崎
寿

浩
、
田
口
喜
義
、
田
口
勝
次
、
佐
々

木
章
、
平
岡
均
、
戸
澤
清
。

市
立
田
沢
湖
病
院

　年
度
途
中
の
常
勤
医
師
の
退
職

に
よ
り
、
救
急
指
定
病
院
と
し
て

治
療
で
き
な
い
事
態
と
な
り
、
当

年
度
純
損
失
は
、
二
億
三
千
六
百

二
十
二
万
三
千
円
と
な
っ
た
。

問

　不
納
欠
損
の
状
況
は
。

答

　入
院
収
益
で
二
十
一
件
、
百

九
十
四
万
二
千
六
百
九
十
円
、

外
来
収
益
、
百
二
十
五
件
で
四

十
四
万
七
千
二
百
八
十
円
、
そ

の
ほ
か
十
八
件
で
五
万
五
千
百

十
四
円
で
あ
る
。

市
立
角
館
総
合
病
院

　診
療
報
酬
及
び
薬
価
等
の
改
訂

に
よ
り
、
診
療
報
酬
が
三
・
一
六

パ
ー
セ
ン
ト
の
引
き
下
げ
が
行
わ

れ
た
。
さ
ら
に
消
化
器
内
科
医
師

の
交
替
な
ど
に
よ
り
入
院
患
者
数

が
減
少
、
投
薬
の
長
期
投
与
な
ど

で
外
来
患
者
数
も
減
少
、
収
益
を

伸
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　当
年
度
の
純
損
失
は
、
一
億
四

千
五
百
八
十
一
万
八
千
円
で
あ

る
。　な

お
、
不
納
欠
損
は
、
合
計
十

四
件
で
二
十
七
万
六
千
三
百
六
十

円
。

問

　仙
北
市
の
病
院
と
し
て
、
市

民
の
要
望
に
如
何
に
応
え
て
い

く
か
、
市
全
体
的
な
地
域
医
療

の
あ
り
方
を
早
急
に
示
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答

　医
療
改
革
会
議
で
は
、
今
後

の
地
域
医
療
を
ど
う
し
て
い
く

か
、
二
つ
の
市
立
病
院
と
診
療

所
の
在
り
方
、
運
営
形
態
と
し

て
直
営
、
公
設
民
営
の
方
向
性

な
ど
議
論
を
し
て
き
た
が
、
結

論
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
最

終
的
に
は
市
民
か
ら
意
見
を
聞

き
な
が
ら
方
向
性
を
示
し
て
い

き
た
い
。

委
員
会
の
意
見

一
、
改
善
、
努
力
の
結
果
が
数
値

に
表
れ
て
い
な
い
、
当
局
は
医
師

の
不
足
に
、
事
業
の
全
て
を
転
嫁

す
る
こ
と
な
く
経
営
改
善
に
い
っ

そ
う
努
力
す
る
こ
と
も
強
く
要
望

す
る
。

二
、
田
沢
湖
病
院
が
、
約
二
億
八

千
三
百
七
十
七
万
円
、
角
館
総
合

病
院
が
、
約
九
億
九
千
五
十
万
円

の
累
積
欠
損
金
を
抱
え
て
い
る
。

今
後
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
、
早

急
に
「
医
療
改
革
会
議
」
に
お
い

て
基
本
的
改
革
案
を
示
し
、
そ
の

具
現
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
平
成
十
九
年
度
決
算

審
査
会
ま
で
に
、
角
館
総
合
病
院

の
建
設
を
図
り
、
田
沢
湖
病
院
を

現
状
の
医
療
環
境
の
中
で
経
営
す

る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
明
確

な
指
針
を
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
要

望
す
る
。

三
、
経
営
責
任
を
明
確
に
す
る
た

め
「
市
立
病
院
経
営
管
理
者
」
を

配
置
し
、
病
院
経
営
の
広
範
な
権

限
を
与
え
る
こ
と
を
条
例
化
す
る

こ
と
を
要
望
す
る
。

四
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
未
収
金

の
解
決
、
特
に
入
院
分
に
つ
い
て

は
、
保
証
人
へ
責
任
追
及
が
で
き

る
措
置
を
検
討
す
る
な
ど
、
容
易

な
不
納
欠
損
処
分
と
な
ら
な
い
よ

う
入
院
時
の
取
り
扱
い
を
強
化
す

る
こ
と
。

五
、
田
沢
湖
病
院
に
お
い
て
は
、

一
名
の
医
師
の
増
員
に
よ
り
時
間

外
診
療
の
実
施
に
努
め
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
医
師
の
確
保
に
努
め

救
急
医
療
再
開
に
向
け
、
よ
り
一

層
の
努
力
を
求
め
る
。
ま
た
累
積

欠
損
金
、
内
部
留
保
資
金
の
状
況

か
ら
、
資
金
不
足
が
危
惧
さ
れ
る
、

非
常
事
態
に
備
え
た
対
策
を
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
。

　以
上
の
要
望
と
意
見
を
付
し
全

会
一
致
で
認
定
を
し
た
。

仙
北
市
温
泉
事
業

　当
期
純
損
益
は
、
五
百
七
十
三

万
九
千
円
の
純
利
益
で
あ
っ
た
。

　未
収
金
は
、
八
月
三
十
一
日
現

在
で
、
六
百
七
十
二
万
一
千
九
百

五
十
円
。
不
納
欠
損
は
な
か
っ
た
。

問

　平
成
十
六
年
度
か
ら
滞
納
と

な
っ
て
い
る
未
収
金
の
対
応

は
。

答

　公
営
企
業
で
は
、
差
し
押
さ

え
が
で
き
な
い
の
で
、
時
効
を

避
け
る
た
め
、
分
納
誓
約
書
を

い
た
だ
き
、
三
年
間
を
目
標
に

支
払
い
を
お
願
い
し
て
い
る
。

　分
納
誓
約
書
が
履
行
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
に

停
止
措
置
と
な
る
。

委
員
会
の
意
見

一
、
安
全
か
つ
安
定
し
た
給
湯
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
環
境
へ
の
配
慮

も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
排
湯

の
現
状
等
を
調
査
の
う
え
、
そ
の

処
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

二
、
滞
納
額
に
つ
い
て
は
、
十
七

年
度
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
、
納

付
義
務
者
の
公
平
を
期
す
る
上

で
、
条
例
に
基
づ
い
た
手
続
き
を

行
い
滞
納
の
減
少
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

　以
上
の
要
望
と
意
見
を
付
し
、

全
会
一
致
で
認
定
し
た
。

仙
北
市
水
道
事
業

　上
水
道
事
業
の
当
期
純
損
益

は
、
二
千
五
百
十
六
万
二
千
円
の
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〜

純
利
益
。

　簡
易
水
道
事
業
は
、
当
期
純
損

益
二
百
五
十
九
万
九
千
円
の
純
利

益
と
な
っ
た
。

　未
収
金
は
、
八
月
三
十
一
日
現

在
で
、
上
水
、
簡
水
合
わ
せ
て
、

千
九
百
四
十
七
万
七
千
九
百
六
十

七
円
。

　不
納
欠
損
額
は
、
三
万
九
千
三

百
二
十
円
。
平
成
十
四
年
〜
十
六

年
ま
で
十
七
件
、
欠
損
処
分
理
由

は
、
所
在
不
明
、
自
己
破
産
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

問

　西
木
地
区
の
水
道
施
設
整
備

率
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
加

入
率
が
七
十
六
パ
ー

セ
ン
ト
と
低
迷
し
て

い
る
理
由
は
。

答

　従
来
か
ら
井
戸
を

持
っ
て
る
方
々
が
加

入
し
て
い
な
い
た
め

で
あ
り
、
加
入
率
の

向
上
は
、
今
後
の
課

題
と
考
え
て
い
る
。

問

　水
道
料
金
の
統
一

に
つ
い
て
は
。

答

　国
か
ら
簡
易
水
道

の
統
合
計
画
を
平
成

十
九
年
十
二
月
ま
で

に
策
定
す
る
よ
う
に

求
め
ら
れ
て
い
て
、

計
画
策
定
か
ら
三
年

以
内
に
料
金
の
統
一

を
図
る
よ
う
指
導
さ

れ
て
い
る
。

委
員
会
の
意
見

一
、
加
入
率
向
上
の
た
め
、
水
の

安
全
性
や
環
境
面
か
ら
の
必
要
性

を
ア
ピ
ー
ル
し
、
普
及
啓
発
に
努

め
る
こ
と
。

二
、
神
代
地
区
の
水
道
事
業
は
、

地
域
全
体
を
網
羅
す
る
計
画
策
定

に
早
期
に
着
手
す
る
こ
と
。

　以
上
の
要
望
、
意
見
を
付
し
、

全
会
一
致
で
認
定
し
た
。

17

　訴
訟
費
と
災
害
費

　一
月
の
臨
時
議
会
で
、
旧
田
沢
湖

町
職
員
に
よ
り
岩
石
の
処
理
を
巡
っ

て
の
一
連
の
事
件
は
、
和
解
案
に
よ

っ
て
終
わ
っ
た
か
に
見
え
た
。

　し
か
し
八
月
議
会
に
、
平
成
十
六

年
当
時
、
最
高
裁
の
裁
判
で
上
告
人

（
町
側
）
が
負
担
す
る
と
の
判
決
に

よ
る
も
の
で
一
審
、
二
審
の
訴
訟
費

用
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
金
額

こ
そ
少
な
い
が
、
当
局
と
の
議
論
が

か
み
合
わ
ず
揺
れ
に
揺
れ
た
。
こ
れ

ま
で
払
っ
て
き
た
訴
訟
費
関
係
費
用

は
千
四
百
十
二
万
円
。

　一
月
臨
時
議
会
で
市
長
は
「
市
の

財
源
を
使
っ
て
の
こ
れ
以
上
の
負
担

は
な
い
。
選
べ
る
中
で
最
善
の
道
」

と
し
て
議
会
に
理
解
を
求
め
、
議
会

も
こ
れ
で
終
わ
り
な
ら
と
こ
の
和
解

案
を
全
会
一
致
で
認
め
た
も
の
。

　と
こ
ろ
が
「
ま
だ
あ
る
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
す
る
市
長
。

　控
室
「
事
務
方
に
問
題
が
あ
る
。

何
も
調
べ
て
い
な
い
証
拠
」
職
員
失

格
と
の
厳
し
い
声
。

　お
金
が
な
い
と
言
い
続
け
て
き
た

当
局
は
、
市
民
に
な
ん
と
説
明
す
る

の
か
怒
り
は
お
さ
ま
ら
な
い
様
子
。

　そ
し
て
十
七
日
、
市
内
各
地
で
豪

雨
。
十
八
日
の
休
会
中
、
緊
急
産
業

建
設
常
任
委
員
会
が
招
集
さ
れ
、
視

察
後
、
余
り
に
も
災
害
の
大
き
さ
に

「
金
は
無
い
と
は
言
わ
せ
な
い
。
」

「
一
日
も
早
く
復
旧
を
」
と
全
委
員

い
き
り
ま
く
っ
た
。

　各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

陳
情
に
つ
い
て
各
委
員
長
か
ら
審

査
結
果
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

採
択
さ
れ
た
も
の

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
改

善
を
厚
生
労
働
省
に
求
め
る
意

見
書
に
つ
い
て
の
陳
情

・
県
に
「
『
子
育
て
新
税
』
を
導

入
し
な
い
で
下
さ
い
」
の
意
見

書
を
求
め
る
陳
情
書

　

・
有
害
鳥
獣
対
策
の
抜
本
的
強
化

に
関
す
る
陳
情
書

・
陳
情
書

　悪
質
商
法
を
助
長
す

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
割
賦
販
売
法
の
抜

本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
件

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
改
革
を
求

め
る
意
見
書
採
択
に
つ
い
て
の

陳
情

・
仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
町
N
T
T

東
日
本
角
館
支
店
跡
地
の
早
期

取
得
に
関
す
る
陳
情

・
労
働
法
制
の
改
善
を
求
め
る
陳
情

・
田
沢
高
谷
地
区
側
溝
工
事
の
お

願
い

継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の

・
陳
情
書

　地
籍
調
査
錯
誤
の
修

正
方
に
つ
い
て

・
陳
情
書

　緊
急
避
難
経
路
施
工

に
つ
い
て

意
見
書
を
付
け
関
係
官

庁
に
送
付
し
た
も
の

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
改

善
を
厚
生
労
働
省
に
求
め
る
意

見
書
に
つ
い
て
の
陳
情

　

・
県
に
「
『
子
育
て
新
税
』
を
導

入
し
な
い
で
下
さ
い
」
の
意
見

書
を
求
め
る
陳
情
書

　

・
有
害
鳥
獣
対
策
の
抜
本
的
強
化

に
関
す
る
陳
情
書

・
陳
情
書

　悪
質
商
法
を
助
長
す

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
割
賦
販
売
法
の
抜

本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
件

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
改
革
を
求

め
る
意
見
書
採
択
に
つ
い
て
の

陳
情

・
労
働
法
制
の
改
善
を
求
め
る
陳
情

請
願
・
陳
情
・
意
見
書

請
願
・
陳
情
・
意
見
書



　仙
北
市
の
十
八
年
度
公
営
企
業

決
算
内
容
を
審
査
す
る
た
め
の
、

仙
北
市
議
会
公
営
企
業
会
計
決
算

審
査
特
別
委
員
会
が
本
会
議
で
設

置
さ
れ
た
。
特
別
委
員
は
次
の
十

一
名
。

　委
員
長
・
小
林
幸
悦
、
副
委
員

長
・
浅
利
則
夫
、
委
員
・
佐
藤
直
樹
、

黒
沢
龍
己
、
大
石
温
基
、
真
崎
寿

浩
、
田
口
喜
義
、
田
口
勝
次
、
佐
々

木
章
、
平
岡
均
、
戸
澤
清
。

市
立
田
沢
湖
病
院

　年
度
途
中
の
常
勤
医
師
の
退
職

に
よ
り
、
救
急
指
定
病
院
と
し
て

治
療
で
き
な
い
事
態
と
な
り
、
当

年
度
純
損
失
は
、
二
億
三
千
六
百

二
十
二
万
三
千
円
と
な
っ
た
。

問

　不
納
欠
損
の
状
況
は
。

答

　入
院
収
益
で
二
十
一
件
、
百

九
十
四
万
二
千
六
百
九
十
円
、

外
来
収
益
、
百
二
十
五
件
で
四

十
四
万
七
千
二
百
八
十
円
、
そ

の
ほ
か
十
八
件
で
五
万
五
千
百

十
四
円
で
あ
る
。

市
立
角
館
総
合
病
院

　診
療
報
酬
及
び
薬
価
等
の
改
訂

に
よ
り
、
診
療
報
酬
が
三
・
一
六

パ
ー
セ
ン
ト
の
引
き
下
げ
が
行
わ

れ
た
。
さ
ら
に
消
化
器
内
科
医
師

の
交
替
な
ど
に
よ
り
入
院
患
者
数

が
減
少
、
投
薬
の
長
期
投
与
な
ど

で
外
来
患
者
数
も
減
少
、
収
益
を

伸
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　当
年
度
の
純
損
失
は
、
一
億
四

千
五
百
八
十
一
万
八
千
円
で
あ

る
。　な

お
、
不
納
欠
損
は
、
合
計
十

四
件
で
二
十
七
万
六
千
三
百
六
十

円
。

問

　仙
北
市
の
病
院
と
し
て
、
市

民
の
要
望
に
如
何
に
応
え
て
い

く
か
、
市
全
体
的
な
地
域
医
療

の
あ
り
方
を
早
急
に
示
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答

　医
療
改
革
会
議
で
は
、
今
後

の
地
域
医
療
を
ど
う
し
て
い
く

か
、
二
つ
の
市
立
病
院
と
診
療

所
の
在
り
方
、
運
営
形
態
と
し

て
直
営
、
公
設
民
営
の
方
向
性

な
ど
議
論
を
し
て
き
た
が
、
結

論
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
最

終
的
に
は
市
民
か
ら
意
見
を
聞

き
な
が
ら
方
向
性
を
示
し
て
い

き
た
い
。

委
員
会
の
意
見

一
、
改
善
、
努
力
の
結
果
が
数
値

に
表
れ
て
い
な
い
、
当
局
は
医
師

の
不
足
に
、
事
業
の
全
て
を
転
嫁

す
る
こ
と
な
く
経
営
改
善
に
い
っ

そ
う
努
力
す
る
こ
と
も
強
く
要
望

す
る
。

二
、
田
沢
湖
病
院
が
、
約
二
億
八

千
三
百
七
十
七
万
円
、
角
館
総
合

病
院
が
、
約
九
億
九
千
五
十
万
円

の
累
積
欠
損
金
を
抱
え
て
い
る
。

今
後
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
、
早

急
に
「
医
療
改
革
会
議
」
に
お
い

て
基
本
的
改
革
案
を
示
し
、
そ
の

具
現
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
平
成
十
九
年
度
決
算

審
査
会
ま
で
に
、
角
館
総
合
病
院

の
建
設
を
図
り
、
田
沢
湖
病
院
を

現
状
の
医
療
環
境
の
中
で
経
営
す

る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
明
確

な
指
針
を
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
要

望
す
る
。

三
、
経
営
責
任
を
明
確
に
す
る
た

め
「
市
立
病
院
経
営
管
理
者
」
を

配
置
し
、
病
院
経
営
の
広
範
な
権

限
を
与
え
る
こ
と
を
条
例
化
す
る

こ
と
を
要
望
す
る
。

四
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
未
収
金

の
解
決
、
特
に
入
院
分
に
つ
い
て

は
、
保
証
人
へ
責
任
追
及
が
で
き

る
措
置
を
検
討
す
る
な
ど
、
容
易

な
不
納
欠
損
処
分
と
な
ら
な
い
よ

う
入
院
時
の
取
り
扱
い
を
強
化
す

る
こ
と
。

五
、
田
沢
湖
病
院
に
お
い
て
は
、

一
名
の
医
師
の
増
員
に
よ
り
時
間

外
診
療
の
実
施
に
努
め
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
医
師
の
確
保
に
努
め

救
急
医
療
再
開
に
向
け
、
よ
り
一

層
の
努
力
を
求
め
る
。
ま
た
累
積

欠
損
金
、
内
部
留
保
資
金
の
状
況

か
ら
、
資
金
不
足
が
危
惧
さ
れ
る
、

非
常
事
態
に
備
え
た
対
策
を
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
。

　以
上
の
要
望
と
意
見
を
付
し
全

会
一
致
で
認
定
を
し
た
。

仙
北
市
温
泉
事
業

　当
期
純
損
益
は
、
五
百
七
十
三

万
九
千
円
の
純
利
益
で
あ
っ
た
。

　未
収
金
は
、
八
月
三
十
一
日
現

在
で
、
六
百
七
十
二
万
一
千
九
百

五
十
円
。
不
納
欠
損
は
な
か
っ
た
。

問

　平
成
十
六
年
度
か
ら
滞
納
と

な
っ
て
い
る
未
収
金
の
対
応

は
。

答

　公
営
企
業
で
は
、
差
し
押
さ

え
が
で
き
な
い
の
で
、
時
効
を

避
け
る
た
め
、
分
納
誓
約
書
を

い
た
だ
き
、
三
年
間
を
目
標
に

支
払
い
を
お
願
い
し
て
い
る
。

　分
納
誓
約
書
が
履
行
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
に

停
止
措
置
と
な
る
。

委
員
会
の
意
見

一
、
安
全
か
つ
安
定
し
た
給
湯
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
環
境
へ
の
配
慮

も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
排
湯

の
現
状
等
を
調
査
の
う
え
、
そ
の

処
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

二
、
滞
納
額
に
つ
い
て
は
、
十
七

年
度
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
、
納

付
義
務
者
の
公
平
を
期
す
る
上

で
、
条
例
に
基
づ
い
た
手
続
き
を

行
い
滞
納
の
減
少
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

　以
上
の
要
望
と
意
見
を
付
し
、

全
会
一
致
で
認
定
し
た
。

仙
北
市
水
道
事
業

　上
水
道
事
業
の
当
期
純
損
益

は
、
二
千
五
百
十
六
万
二
千
円
の
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〜

純
利
益
。

　簡
易
水
道
事
業
は
、
当
期
純
損

益
二
百
五
十
九
万
九
千
円
の
純
利

益
と
な
っ
た
。

　未
収
金
は
、
八
月
三
十
一
日
現

在
で
、
上
水
、
簡
水
合
わ
せ
て
、

千
九
百
四
十
七
万
七
千
九
百
六
十

七
円
。

　不
納
欠
損
額
は
、
三
万
九
千
三

百
二
十
円
。
平
成
十
四
年
〜
十
六

年
ま
で
十
七
件
、
欠
損
処
分
理
由

は
、
所
在
不
明
、
自
己
破
産
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

問

　西
木
地
区
の
水
道
施
設
整
備

率
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
加

入
率
が
七
十
六
パ
ー

セ
ン
ト
と
低
迷
し
て

い
る
理
由
は
。

答

　従
来
か
ら
井
戸
を

持
っ
て
る
方
々
が
加

入
し
て
い
な
い
た
め

で
あ
り
、
加
入
率
の

向
上
は
、
今
後
の
課

題
と
考
え
て
い
る
。

問

　水
道
料
金
の
統
一

に
つ
い
て
は
。

答

　国
か
ら
簡
易
水
道

の
統
合
計
画
を
平
成

十
九
年
十
二
月
ま
で

に
策
定
す
る
よ
う
に

求
め
ら
れ
て
い
て
、

計
画
策
定
か
ら
三
年

以
内
に
料
金
の
統
一

を
図
る
よ
う
指
導
さ

れ
て
い
る
。

委
員
会
の
意
見

一
、
加
入
率
向
上
の
た
め
、
水
の

安
全
性
や
環
境
面
か
ら
の
必
要
性

を
ア
ピ
ー
ル
し
、
普
及
啓
発
に
努

め
る
こ
と
。

二
、
神
代
地
区
の
水
道
事
業
は
、

地
域
全
体
を
網
羅
す
る
計
画
策
定

に
早
期
に
着
手
す
る
こ
と
。

　以
上
の
要
望
、
意
見
を
付
し
、

全
会
一
致
で
認
定
し
た
。
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　訴
訟
費
と
災
害
費

　一
月
の
臨
時
議
会
で
、
旧
田
沢
湖

町
職
員
に
よ
り
岩
石
の
処
理
を
巡
っ

て
の
一
連
の
事
件
は
、
和
解
案
に
よ

っ
て
終
わ
っ
た
か
に
見
え
た
。

　し
か
し
八
月
議
会
に
、
平
成
十
六

年
当
時
、
最
高
裁
の
裁
判
で
上
告
人

（
町
側
）
が
負
担
す
る
と
の
判
決
に

よ
る
も
の
で
一
審
、
二
審
の
訴
訟
費

用
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
金
額

こ
そ
少
な
い
が
、
当
局
と
の
議
論
が

か
み
合
わ
ず
揺
れ
に
揺
れ
た
。
こ
れ

ま
で
払
っ
て
き
た
訴
訟
費
関
係
費
用

は
千
四
百
十
二
万
円
。

　一
月
臨
時
議
会
で
市
長
は
「
市
の

財
源
を
使
っ
て
の
こ
れ
以
上
の
負
担

は
な
い
。
選
べ
る
中
で
最
善
の
道
」

と
し
て
議
会
に
理
解
を
求
め
、
議
会

も
こ
れ
で
終
わ
り
な
ら
と
こ
の
和
解

案
を
全
会
一
致
で
認
め
た
も
の
。

　と
こ
ろ
が
「
ま
だ
あ
る
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
す
る
市
長
。

　控
室
「
事
務
方
に
問
題
が
あ
る
。

何
も
調
べ
て
い
な
い
証
拠
」
職
員
失

格
と
の
厳
し
い
声
。

　お
金
が
な
い
と
言
い
続
け
て
き
た

当
局
は
、
市
民
に
な
ん
と
説
明
す
る

の
か
怒
り
は
お
さ
ま
ら
な
い
様
子
。

　そ
し
て
十
七
日
、
市
内
各
地
で
豪

雨
。
十
八
日
の
休
会
中
、
緊
急
産
業

建
設
常
任
委
員
会
が
招
集
さ
れ
、
視

察
後
、
余
り
に
も
災
害
の
大
き
さ
に

「
金
は
無
い
と
は
言
わ
せ
な
い
。
」

「
一
日
も
早
く
復
旧
を
」
と
全
委
員

い
き
り
ま
く
っ
た
。

　各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

陳
情
に
つ
い
て
各
委
員
長
か
ら
審

査
結
果
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

採
択
さ
れ
た
も
の

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
改

善
を
厚
生
労
働
省
に
求
め
る
意

見
書
に
つ
い
て
の
陳
情

・
県
に
「
『
子
育
て
新
税
』
を
導

入
し
な
い
で
下
さ
い
」
の
意
見

書
を
求
め
る
陳
情
書

　

・
有
害
鳥
獣
対
策
の
抜
本
的
強
化

に
関
す
る
陳
情
書

・
陳
情
書

　悪
質
商
法
を
助
長
す

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
割
賦
販
売
法
の
抜

本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
件

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
改
革
を
求

め
る
意
見
書
採
択
に
つ
い
て
の

陳
情

・
仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
町
N
T
T

東
日
本
角
館
支
店
跡
地
の
早
期

取
得
に
関
す
る
陳
情

・
労
働
法
制
の
改
善
を
求
め
る
陳
情

・
田
沢
高
谷
地
区
側
溝
工
事
の
お

願
い

継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の

・
陳
情
書

　地
籍
調
査
錯
誤
の
修

正
方
に
つ
い
て

・
陳
情
書

　緊
急
避
難
経
路
施
工

に
つ
い
て

意
見
書
を
付
け
関
係
官

庁
に
送
付
し
た
も
の

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
改

善
を
厚
生
労
働
省
に
求
め
る
意

見
書
に
つ
い
て
の
陳
情

　

・
県
に
「
『
子
育
て
新
税
』
を
導

入
し
な
い
で
下
さ
い
」
の
意
見

書
を
求
め
る
陳
情
書

　

・
有
害
鳥
獣
対
策
の
抜
本
的
強
化

に
関
す
る
陳
情
書

・
陳
情
書

　悪
質
商
法
を
助
長
す

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
割
賦
販
売
法
の
抜

本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
件

・
原
爆
症
認
定
制
度
の
改
革
を
求

め
る
意
見
書
採
択
に
つ
い
て
の

陳
情

・
労
働
法
制
の
改
善
を
求
め
る
陳
情

請
願
・
陳
情
・
意
見
書

請
願
・
陳
情
・
意
見
書


